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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき

2026年２月12日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の取

得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2026年３月２日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条

の５第５項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

 

２【訂正事項】

ロ　新株予約権の内容

（１）発行数

（３）発行価額の総額

ハ　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

 

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

ロ　新株予約権の内容

（１）発行数

(訂正前)

605個（新株予約権１個につき100株）

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式60,500株とし、

下記（４）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗

じた数とする。

(訂正後)

581個（新株予約権１個につき100株）

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式58,100株とし、

下記（４）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗

じた数とする。

 

（３）発行価額の総額

(訂正前)

124,085,500円

(訂正後)

119,163,100円

 

ハ　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社取締役約及び従業員　　　     23名　547個（54,700株）

当社完全子会社　　　　　　　     ３名　 58個 （5,800株）

(訂正後)

当社取締役約及び従業員　　　     21名　523個（52,300株）

当社完全子会社取締役　　　　　　　３名　 58個 （5,800株）

 

以上
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